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○鈴鹿市市営住宅条例施行規則 

平成９年９月29日規則第64号 

改正 

平成10年10月30日規則第40号 

平成11年１月29日規則第４号 

平成13年10月24日規則第41号 

平成16年12月28日規則第71号 

平成19年３月30日規則第28号 

平成19年12月26日規則第79号 

平成23年６月30日規則第37号 

平成24年３月30日規則第23号 

平成24年12月28日規則第76号 

平成25年３月29日規則第９号 

平成26年３月31日規則第36号 

平成26年９月30日規則第66号 

平成27年９月30日規則第75号 

平成28年３月14日規則第10号 

平成28年３月14日規則第11号 

平成29年３月31日規則第38号 

令和２年３月25日規則第10号 

令和２年８月６日規則第44号 

令和３年３月31日訓令第17号 

鈴鹿市市営住宅条例施行規則 

鈴鹿市営住宅管理条例施行規則（昭和34年鈴鹿市規則第７号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，鈴鹿市市営住宅条例（平成９年鈴鹿市条例第43号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（条例第５条第１項第３号ア(ア)ａに規定する障害の程度） 

第１条の２ 条例第５条第１項第３号ア(ア)ａに規定する規則で定める程度は，次の各号に掲げる障

害の種類に応じ，当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級から４

級までのいずれかに該当する程度 

(２) 精神障害（知的障害を除く。以下同じ。） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行

令（昭和25年政令第155号）第６条第３項に規定する１級又は２級に該当する程度 

(３) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 

（条例第５条第１項第３号ア(ア)ｂに規定する障害の程度） 

第１条の３ 条例第５条第１項第３号ア(ア)ｂに規定する規則で定める程度は，恩給法（大正12年法

律第48号）別表第１号表ノ２の特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第１款症と

する。 

（条例第５条第２項第２号に規定する障害の程度） 

第１条の４ 条例第５条第２項第２号に規定する規則で定める程度は，次の各号に掲げる障害の種類

に応じ，当該各号に定めるとおりとする。 

(１) 身体障害 第１条の２第１号に規定する程度 

(２) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６条第３項に規定する１級か

ら３級までのいずれかに該当する程度 

(３) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 

（条例第５条第２項第３号に規定する障害の程度） 

第１条の５ 条例第５条第２項第３号に規定する規則で定める程度は，第１条の３に規定する程度と

する。 

（入居の申込み） 
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第２条 条例第７条第１項の規定による入居の申込みをしようとする者は，市営住宅入居申込書（第

１号様式）を市長に提出しなければならない。 

（入居決定通知書） 

第３条 条例第７条第３項の規定による通知は，市営住宅入居決定通知書（第２号様式）によるもの

とする。 

（抽選及び入居資格審査） 

第４条 条例第８条第２項の規定による入居者の決定は，公開抽選によるものとする。ただし，市長

が特に認める場合については，この限りでない。 

２ 公開抽選に当たっては，募集する市営住宅戸数に相当する数の当選者を選ぶものとする。 

３ 前項の当選者は，入居するに当たり次に掲げる書類を提出して，入居資格審査を受けなければな

らない。 

(１) 入居者及び同居をしようとする者全員の住民票の写し（市営住宅入居申込書に個人番号を記

入した場合を除く。） 

(２) 入居者及び同居をしようとする者で所得を有するもの全員の所得を証明する書類（市営住宅

入居申込書に個人番号を記入した場合を除く。） 

(３) 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

４ 市長は，前項の入居資格の審査を行い，適格と認めた場合は，入居を決定するものとする。 

（入居者選考委員会） 

第５条 条例第８条第３項に規定する鈴鹿市市営住宅入居者選考委員会の委員は，次の各号に掲げる

者をもってこれに充てる。 

(１) 鈴鹿市副市長事務分担規則（平成19年鈴鹿市規則第60号）第２条第２号に規定する副市長 

(２) 健康福祉部長及び都市整備部長 

(３) 前２号に掲げる者のほか，市長が指名する職員 

（優先的入居） 

第６条 条例第８条第５項に規定する規則で定める者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 歴史的，社会的事由により生活環境の安定向上が阻害されていた地域に居住している者で住

宅に困窮しているもの 

(２) 前号に掲げるもののほか，市長が特に優先して入居させることが適当と認める者 

（契約書の添付書類等） 

第７条 契約書には，入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書その他市長が必要と認める書類を

添付させるものとする。 

２ 条例第10条第４項に規定する特別な事情は，次に掲げるものとする。 

(１) 入居決定者が生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者であると

き。 

(２) 入居決定者に３親等以内の親族がないとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか，市長が特別な事情があると認めたとき。 

（連帯保証人） 

第８条 条例第11条の規定による連帯保証人は，現に公営住宅法（昭和26年法律第193号）第２条第２

号に規定する公営住宅に入居していない者でなければならない。 

２ 入居者は，次の各号に掲げるとき又は入居者において連帯保証人の変更をしようとするときは，

速やかにこれに代わる連帯保証人を定め，契約書を添えて市長の承認を受けなければならない。 

(１) 連帯保証人が死亡したとき。 

(２) 連帯保証人が破産の宣告を受けたとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか，市長が連帯保証人を不適当と認めたとき。 

３ 連帯保証人が保証する極度額は，入居を決定した時の家賃の30月分に相当する額とする。 

（緊急連絡先） 

第８条の２ 条例第10条第４項の規定により連帯保証人の連署を必要としない者は，緊急の際に市長

が確実に連絡することができる者（以下この条において「緊急連絡先となる者」という。）を定め，

緊急連絡先届出書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の緊急連絡先届出書には，緊急連絡先となる者の住民票の写しその他市長が必要と認める書
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類を添付させるものとする。 

（同居承認申請） 

第９条 条例第12条第１項の規定により同居の承認を受けようとする者は，市営住宅同居承認申請書

（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その可否を決定し，市営住宅同居承認（不承認）

決定通知書（第５号様式）により当該申請をした者に通知する。 

（同居者の異動届出） 

第10条 条例第12条第３項の規定により同居者の異動の届出をしようとする者は，市営住宅同居者異

動届出書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

（入居の承継） 

第11条 条例第13条第１項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は，市営住宅入居承継

承認申請書（第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その可否を決定し，市営住宅入居承継承認（不

承認）決定通知書（第８号様式）により当該申請をした者に通知する。 

（収入の申告等） 

第12条 入居者は，条例第15条第１項の規定により毎年９月30日までに，市営住宅入居者収入申告書

（第９号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，条例第15条第４項の規定により市営住宅入居者収入認定・家賃決定通知書（第10号様式）

を入居者に通知する。 

３ 入居者は，条例第15条第５項の規定により意見を述べようとするときは，市営住宅入居者収入更

正申請書（第11号様式）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は，条例第15条第５項の規定により市営住宅入居者収入更正認定・家賃更正決定通知書（第

12号様式）を入居者に通知する。 

（家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予） 

第13条 入居者は，条例第16条又は第20条の規定により市営住宅の家賃又は敷金の減免又は徴収猶予

を受けようとするときは，市営住宅家賃（敷金）減免（徴収猶予）申請書（第13号様式）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その可否を決定し，市営住宅家賃（敷金）減免

（徴収猶予）決定通知書（第14号様式）により当該申請をした者に通知する。 

（一時不在の承認） 

第14条 入居者は，条例第26条の規定により一時不在の承認を受けようとする者は，市営住宅一時不

在承認申請書（第15号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その可否を決定し，市営住宅一時不在承認（不

承認）決定通知書（第15号の２様式）により当該申請をした者に通知する。 

（一部用途併用の承認申請） 

第15条 入居者は，条例第28条の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとすると

きは，市営住宅一部用途併用承認申請書（第16号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その可否を決定し，市営住宅一部用途併用承認

（不承認）決定通知書（第17号様式）により当該申請をした者に通知する。 

（模様替え又は増築の承認申請等） 

第16条 入居者は，条例第29条第１項の規定により市営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようと

するときは，市営住宅模様替え（増築）承認申請書（第18号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市営住宅の模様替え又は増築の承認基準は，次のとおりとする。 

(１) 模様替え 市営住宅を毀損しない程度の模様替えでやむを得ない事情があると認められるも

の 

(２) 増築 居室，浴室又は物置の増築で当該増築の床面積の合計が10平方メートル以内のもの 

３ 市長は，第１項の規定による申請があったときは，その可否を決定し，市営住宅模様替え（増築）

承認（不承認）決定通知書（第19号様式）により当該申請をした者に通知する。 

（収入超過者等の更正の申出） 
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第17条 入居者は，条例第30条第１項の規定による収入超過者又は同条第２項の規定による高額所得

者の認定を受けた場合において，同条第３項の規定により意見を述べようとするときは，市営住宅

収入超過者（高額所得者）収入更正申請書（第20号様式）を市長に提出しなければならない。 

（明渡し期限の延長の申出等） 

第18条 条例第33条第４項の規定による申出は，市営住宅明渡し期限延長承認申請書（第21号様式）

により行うものとする。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その可否を決定し，市営住宅明渡し期限延長承

認（不承認）決定通知書（第22号様式）により当該申請をした者に通知する。 

（明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額） 

第19条 条例第34条第２項に規定する損害賠償金の額は，当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額

の２倍に相当する額とする。 

（新たに整備される市営住宅への入居の申出） 

第20条 条例第38条第１項の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する者は，建替市

営住宅入居希望申出書（第23号様式）を市長に提出しなければならない。 

（明渡しの届出） 

第21条 入居者は，条例第41条第１項の規定により市営住宅を明け渡そうとするときは，市営住宅返

還届出書（第24号様式）を市長に提出しなければならない。 

（明渡しの請求を受けた不正入居者等から徴収することができる損害賠償金の額） 

第22条 条例第42条第３項及び第４項に規定する損害賠償金の額は，当該市営住宅の近傍同種の住宅

の家賃の額の２倍に相当する額とする。 

（社会福祉事業等に使用する場合の許可申請） 

第23条 社会福祉法人等は，条例第44条第１項の規定により市営住宅を使用しようとするときは，市

営住宅使用許可申請書（第25号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その可否を決定し，市営住宅使用許可（不許可）

決定通知書（第26号様式）により当該申請をした者に通知する。 

（社会福祉事業等に使用する場合の使用料） 

第24条 条例第45条第１項に規定する使用料の額は，収入が条例第５条第３号ウに規定する金額の入

居者の家賃の額とする。 

（社会福祉事業等に使用する場合の準用） 

第25条 社会福祉法人等による市営住宅の使用における申請等については，第14条から第16条まで及

び第21条の規定を準用する。この場合において，これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉

法人等」と読み替えるものとする。 

（社会福祉事業等の申請内容の変更の報告） 

第26条 社会福祉法人等は，条例第43条に規定する使用許可の内容に変更が生じたときは，市営住宅

使用許可変更報告書（第27号様式）により市長に報告しなければならない。 

（みなし特定公共賃貸住宅として市営住宅を使用する場合の準用） 

第27条 みなし特定公共賃貸住宅として市営住宅を使用する場合の申請等については，第２条から第

４条まで，第７条から第16条まで，第20条から第22条までの規定を準用する。これらの規定中「市

営住宅」とあるのは，「市営住宅（みなし特定公共賃貸住宅）」と読み替えるものとする。 

（駐車場の使用の申込み） 

第28条 条例第55条の規定により駐車場の使用許可を受けようとする者は，市営住宅駐車場使用許可

申請書（第28号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その可否を決定し，市営住宅駐車場使用許可（不

許可）決定通知書（第29号様式）により当該申請をした者に通知する。 

（駐車場の一時不使用の届出） 

第29条 条例第55条の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が駐車場を引き続き15日以上使用

しないときは，市長の定めるところにより，届出をしなければならない。 

（駐車場の転貸等の禁止） 

第30条 使用者は，駐車場を他の者に貸し，又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。 

（駐車場の用途変更の制限） 
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第31条 使用者は，駐車場を駐車場以外の用途に使用してはならない。 

（駐車場の模様替えの制限） 

第32条 使用者は，駐車場を模様替えしてはならない。 

（駐車場の検査） 

第33条 使用者は，駐車場を明け渡そうとするときは，７日前までに市長に届け出て，市営住宅監理

員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。 

（市営住宅管理人） 

第34条 条例第57条第３項に規定する市営住宅管理人（以下「管理人」という。）は，原則として，

市営住宅入居者で市営住宅管理に理解のある者のうちから市長が適当と認めた者をもって充てる。 

（管理人の職務） 

第35条 管理人は，次に掲げる職務を行うものとする。 

(１) 市営住宅の入居者及び同居者の状況調査及び報告 

(２) 市営住宅，共同施設等の状況調査及び報告 

(３) 市営住宅の入居者が市長に提出する書類の確認及び報告 

(４) 禁止事項の状況調査及び報告 

(５) 駐車場の位置確認 

(６) 前各号に掲げるもののほか，市営住宅の維持管理上必要とする事項 

（管理人の任期） 

第36条 管理人の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

（管理人の解任） 

第37条 市長は，管理人が次の各号のいずれかに該当するときは，前条の規定にかかわらず解任する

ものとする。 

(１) 市営住宅を退去したとき。 

(２) 疾病その他の理由により職務の遂行に支障があると認められるとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか，市長が不適当と認めたとき。 

（身分証票） 

第38条 条例第58条第３項に規定する身分を示す証票は，身分証明書（第30号様式）とする。 

（補則） 

第39条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 公営住宅法の一部を改正する法律（平成８年法律第55号）による改正前の公営住宅法の規定に基

づいて供給された市営住宅又は共同施設については，平成10年３月31日までの間は，この規則（以

下「新規則」という。）第９条から第22条までの規定は適用せず，この規則による改正前の鈴鹿市

営住宅管理条例施行規則（以下「旧規則」という。）第６条及び第９条から第16条までの規定は，

なおその効力を有する。 

３ 平成10年４月１日前に旧規則の規定により行った手続その他の行為は，新規則の相当規定により

行ったものとみなす。 

４ この規則の施行前に旧規則の規定により作成した用紙は，当分の間，所要の調整をして，使用す

ることができる。 

附 則（平成10年10月30日規則第40号） 

この規則は，平成10年11月１日から施行する。 

附 則（平成11年１月29日規則第４号） 

この規則は，平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年10月24日規則第41号） 

この規則は，平成13年12月１日から施行する。 

附 則（平成16年12月28日規則第71号） 

この規則は，公布の日から施行する。 



6/37 

附 則（平成19年３月30日規則第28号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成19年12月26日規則第79号） 

この規則は，平成20年１月１日から施行する。 

附 則（平成23年６月30日規則第37号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日規則第23号） 

この規則は，平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年12月28日規則第76号） 

この規則は，平成25年１月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の第30号様式により作成され，交付されている身分証明書は，改

正後の第30号様式により作成され，交付されたものとみなす。 

附 則（平成26年３月31日規則第36号） 

この規則は，平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年９月30日規則第66号） 

この規則は，平成26年10月１日から施行する。 

附 則（平成27年９月30日規則第75号） 

この規則は，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日から施行する。（後略） 

附 則（平成28年３月14日規則第10号） 

この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月14日規則第11号） 

この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日規則第38号） 

この規則は，平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月25日規則第10号） 

（施行期日） 

１ この規則は，令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第７条，第８条第２項及び第３項並びに第８条の２の規定は，この規則の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に入居を決定した者について適用し，同日前に入居を決定した者（以

下「既存入居者」という。）については，なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず，既存入居者について，施行日以後に，鈴鹿市市営住宅条例（以下「条

例」という。）第４条第７号若しくは第８号の規定により市長が公募を行わず市営住宅に入居させ

る場合，条例第13条第１項の規定により市長が入居の承継を承認する場合又は当該既存入居者が新

たな連帯保証人を立てようとする場合は，この限りでない。 

附 則（令和２年８月６日規則第44号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日訓令第17号） 

（施行期日） 

１ この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の鈴鹿市市営住宅条例施行規則の規定に基づいて調製した様式で

現に残存するものは，この規則の施行の日以後においても，当分の間，なお使用することができる。 
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第１号様式（第２条関係） 
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第２号様式（第３条関係） 
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第３号様式（第８条の２関係） 
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第４号様式（第９条関係） 
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第５号様式（第９条関係） 
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第６号様式（第10条関係） 
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第７号様式（第11条関係） 
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第８号様式（第11条関係） 
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第９号様式（第12条関係） 
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第10号様式（第12条関係） 
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第11号様式（第12条関係） 
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第12号様式（第12条関係） 
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第13号様式（第13条関係） 
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第14号様式（第13条関係） 
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第15号様式（第14条関係） 
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第15号の２様式（第14条関係） 
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第16号様式（第15条関係） 
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第17号様式（第15条関係） 
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第18号様式（第16条関係） 
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第19号様式（第16条関係） 
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第20号様式（第17条関係） 
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第21号様式（第18条関係） 
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第22号様式（第18条関係） 
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第23号様式（第20条関係） 
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第24号様式（第21条関係） 
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第25号様式（第23条関係） 
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第26号様式（第23条関係） 
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第27号様式（第26条関係） 
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第28号様式（第28条関係） 
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第29号様式（第28条関係） 
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第30号様式（第38条関係） 

 


